
55 社 140メディアは、もう始めています「適正な求人情報を提供するメディア」宣言を行った事業者　北海道／エスタ、ヒューマンリンクス、北海道アルバイト情報社　山形県／青陵社　千葉県／千葉キャリ　東京都／アイデム、アクセスヒューマネクスト、アルバイトタイムス、イオレ、イフ、インディバル、ウィルビー、ウェルクス、エン・ジャパン、グッピーズ、廣済堂、ジェイ・ブロード、人材ドラフト、ダイヤモンド・ヒューマンリソ
ース、ディスコ、ディップ、パーソルキャリア、フリーシェアードジャパン、文化放送キャリアパートナーズ、マイナビ、ユメックス、リクルートキャリア、リクルートジョブズ、リッツMC　新潟県／桐朋　山梨県／エール　長野県／インプレス、静岡県／週刊テレビ　滋賀県／ビイサイドプランニング　京都府／日本広報企画　大阪府／学情、関西ぱど、泉州広告、ニワダニネットワークシステム、ビジュアルライン　兵庫県／毎日ジャーナル　島根県
／メリット　岡山県／ KG情報、ティーアイシー　広島県／情報サービス　山口県／ウィルプラン、ビジネスアシスト　福岡県／アビリティ・キュー　テレバイス　熊本県／あつまるホールディングス　鹿児島県／南日本出版　沖縄県／求人おきなわ、冒険王、ラジカル沖縄　以上 55 社（都道府県別社名五十音順，2018 年 12 月末日時点，法人格略）

2019.1/28 mon 2/20 wed 18:00 ～ 20:00
TKP 飯田橋ビジネスセンター　カンファレンスルーム 3G　
東京都新宿区下宮比町 3-2　飯田橋スクエアビル 3 階

2019.2/15 fri 18:00 ～ 20:00
TKP ガーデンシティ博多新幹線口　3A会場
福岡市博多区博多駅中央街 5-14　福さ屋本社ビル 3F

2018年度
求人情報提供ガイドライン 
説明会セミナー（右記日程）
参加登録を受付中

セミナーの対象は、ウェブ・折込・新聞・雑誌等による求人情報提供事業関係者
（経営者・管理者・営業担当・審査担当・校閲担当・広告の企画制作担当等）です

セミナーのお申込み・お問合せはhttp://www.tekiseika.jp へ　適正化のための各種資料のダウンロードも可能です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局所在地／〒102-0071　東京都千代田区富士見 2-6-9　雄山閣ビル 3階　（公社）全国求人情報協会内　TEL03-3556-1214（月～金 9:30 ～ 16:00　※12:00 ～ 13:00 及び祝日を除く）　メール info@tekiseika.jp　

2019.2/7 thu 18:00 ～ 20:00
TKP 大阪本町　カンファレンスルーム 3B
大阪市中央区久太郎町 3-5-19　大阪 DIC ビル 3F

プログラム／内容　※下記は予定ですので一部変更の可能性もあります

●改正職安法施行後の状況／厚生労働省担当官より改正職業安定法施行後の状況

●求人情報提供ガイドラインの概要／ガイドラインおよび適合メディア宣言制度とは

●固定残業代制と裁量労働制／求人情報提供事業者が確認したい内容とは

●啓発動画の視聴／求人情報提供事業者の営業担当者向け動画、求人者向け動画上映

●適正化事例報告／求人情報提供事業者による事前審査等の取り組み報告

求人情報の信頼性で差別化しませんか。
厚生労働省は、2017年度に職業安定法を改正するとともに、求人情報適正化推進協議会（座長：阿部正浩中央大学経済学部教授）を設け、「求人情報提供ガイドライン」を作成し、適合メディア宣言制度を開始しました。

◎  適合宣言したメディアの声（アンケートより）
●広告主である求人者の皆様から、宣言を行った媒体に掲載することによるメリ
ットを感じていただいていると感じます。
●適合宣言を行うにあたり、改めて現状を確認することで足りない部分の修正が
できました。
●社内関係者において、求人情報を提供する一員であることを再認識したことに
より責任意識が高まったと思います。営業現場でも適合宣言や情報の品質につい
て語る場面ができました。
●これまでも自社の掲載基準に基づいて運用していましたが、外部への発信はし
ていませんでした。宣言できたことは PRとしてよいきっかけとなりました。

◎  宣言を行うには
ガイドラインに沿った取り組みを行うことから始めます。倫理綱領の制定、事前
審査と事後審査 (苦情対応 )の仕組み、表現上の留意事項および表記上の明示項目
や明示に努める項目を基準として設定、掲載時チェック表の運用など、適正化に
関する社内での PDCAサイクルを行いましょう。
次に上記を証明する「求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言書」を代表取
締役または当該メディアの担当役員の署名と役職名を入れたものを当該求人メデ
ィア等で公開し、その旨を協議会事務局へ申告すれば、自らの責任において「求
人情報提供ガイドライン適合メディア宣言」を行うことができます。宣言制度の
詳細については、協議会のホームページをご参照ください。


